
平成２４年度随意契約情報(委託費）府民文化部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

1 人権 人権
人権教育・
啓発グルー
プ

岸和田市
他39市町村

平成２４年度人権啓発活
動地方委託事業の市町
村再委託

20120401 20130331          28,441,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

地方公共団体と直接契約を
締結するため

2 都市魅力局 都市魅力

大阪ミュー
ジアム構想
推進グルー
プ

株式会社　アド近
鉄

大阪ミュージアム構想
ホームページ運営委託
業務にかかる経費支出

20120401 20130331            1,396,500

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（システム改修を含むＷ
ＥＢサイト運営業務）が特定
の者（当該ホームページの開
発業者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め

3 都市魅力局 スポ振
振興グルー
プ

財団法人　大阪体
育協会　会長　町
田　勝彦

大阪府広域スポーツセン
ター業務委託契約の締
結

20120401 20130331            1,819,440

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（総合型地域スポーツク
ラブの支援育成）が特定の者
（専門的知識を有するもの）
でなければ実施することがで
きないものであるため

4 男女・府民
男女・府
民

ＮＰＯグ
ループ

社会福祉法人　大
阪ボランティア協
会　牧里　毎治

ＮＰＯ情報発信強化事業
委託

20120401 20130331            1,969,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（大阪ＮＰＯプラザの管
理・運営と一体的に行われる
ＮＰＯ情報発信業務）が特定
の者（当該施設の管理・運
営）でなければ、実施すること
ができないものであるため

5 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　北大阪経営
支援マスターズ
理事長　三和　清
明

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120427 20130315            1,999,200

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（NPO 等の個人情報保
護体制支援事業）が特定の
者（特定非営利活動法人　北
大阪経営支援マスターズ）で
なければ実施することができ
ないものであるため。
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6 都市魅力局
国際・観
光

国際化推進
グループ

公益財団法人　公
益財団法人大阪
府国際交流財団
理事長　松井　健

平成２４年度大阪府外国
人府政問合せ等対応業
務委託

20120401 20130331            2,823,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

常時多言語で府域に関する
情報を提供することが必要で
あるため、委託先は、府域に
おいて在住外国人に対する
知識・ノウハウを持つ（公財）
大阪府国際交流財団に限ら
れる。

7 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　里山倶楽部
代表理事　大亦
義朗

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120409 20130310            2,935,800

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（森林保全活動活性化
のための寄附ネットワーク構
築事業）が特定の者（特定非
営利活動法人　里山倶楽部）
でなければ実施することがで
きないものであるため。

8 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

ＮＰＯ法人まちの
案内推進ネット
理事長　岡田　光
生

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120510 20130131            3,000,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（NPO リンク・シンク・ス
テップアッププログラム）が特
定の者（ＮＰＯ法人まちの案
内推進ネット）でなければ実
施することができないもので
あるため。

9 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　市民活動
フォーラムみのお
理事長　直田　春
夫

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120521 20130228            3,000,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（北摂ＮＰＯ寄附啓発プ
ロジェクト）が特定の者（特定
非営利活動法人　市民活動
フォーラムみのお）でなけれ
ば実施することができないも
のであるため。

10 私学大学 私学大学
宗教・専各
振興グルー
プ

ノバシステム　株
式会社

大阪府私学助成等計算
システム運用業務

20120401 20150331            3,175,200

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

契約相手方は、当該システム
の開発従事者であり、当該者
を除き、運用業務を履行でき
るものがいないため。
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11 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　おおさか元
気ネットワーク　理
事長　三和　清明

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120409 20130311            3,719,520

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（事業の継続・発展のた
めの運営ノウハウ支援事業）
が特定の者（特定非営利活
動法人　おおさか元気ネット
ワーク）でなければ実施する
ことができないものであるた
め。

12 人権 人権
人権推進グ
ループ

社団法人　大阪府
調査業協会

「興信所・探偵社業者等
に関する相談等業務」委
託契約の経費

20120401 20130331            3,938,428

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

条例に基づき、業界による自
主規制規約を定めている唯
一の団体が、当該協会であ
り、随意契約先として適切で
あると考えるため

13 私学大学 私学大学
小中高振興
グループ

株式会社　教育測
定研究所　代表取
締役　高村　淳一

平成２４年度大阪府学
力・学習状況調査業務委
託に係る契約の締結及
び経費の支出について

20120509 20121031            3,975,680

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

本契約は、教育委員会と一
体的に遂行する必要がある
ため、教育委員会の既契約
相手方との契約が必要なた
め。

14 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　大阪ＮＰＯセ
ンター　代表理事
金井　宏美

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120404 20130311            5,000,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（新しい公共イノベーショ
ン事業）が特定の者（特定非
営利活動法人　大阪ＮＰＯセ
ンター）でなければ実施する
ことができないものであるた
め。

15 男女・府民
男女・府
民

男女共同参
画グループ

株式会社　ゼロワ
ン

ドーンセンター情報ネット
ワークシステムの保守

20120402 20130331            6,842,430

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

システムを安定的に稼動させ
るためには、システム開発者
である株式会社ゼロワンが保
守業務を履行できる唯一の
事業者であるため。
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16 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

一般社団法人　大
阪府産業支援型Ｎ
ＰＯ協議会　理事
長　川西　博

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120402 20130315            6,895,234

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（大阪府内産業支援型
NPO等の事業分野拡充のた
めの支援）が特定の者（一般
社団法人　大阪府産業支援
型ＮＰＯ協議会）でなければ
実施することができないもの
であるため。

17 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　地域情報支
援ネット　理事長
幸田　栄長

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120403 20130315            6,915,636

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（校区を核とした地域活
動コンダクター養成事業）が
特定の者（特定非営利活動
法人　地域情報支援ネット）で
なければ実施することができ
ないものであるため。

18 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

社会福祉法人　大
阪ボランティア協
会　牧里　毎治

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120424 20130228            7,993,335

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（大阪府のＮＰＯ会計・法
制度改正の普及促進事業・
第２期、ＮＰＯの「会費」「寄
付」拡充のための研修・出張
コンサル事業・第2 期」）が特
定の者（社会福祉法人　大阪
ボランティア協会）でなければ
実施することができないもの
であるため。

19 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　女性と仕事
研究所

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120410 20130315            7,999,687

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（NPO の経営管理能力
向上に向けた企業従業員や
経営専門家のプロボノの理
事・アドバイザーのNPOへの
招聘事業）が特定の者（特定
非営利活動法人　女性と仕
事研究所）でなければ実施す
ることができないものである
ため。
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20 府政情報 府政情報
広報広聴グ
ループ

財団法人　大阪府
視覚障害者福祉
協会

府政だより（障がい者向
け版）発行委託業務

20120402 20130331            9,822,671

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

点字等作成業務と配送にか
かる対象者の把握が、府視
覚障害者福祉協会でなけれ
ば実施することができないも
のであるため

21 男女・府民
男女・府
民

男女共同参
画グループ

大阪知的障害者
雇用促進建物
サー　ビス事業協
同組合

ドーンセンター日常清掃
業務

20120401 20130331          10,898,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

知的障がい者等の就労訓練
の場として活用し、行政の福
祉化の取組みに協力するた
め。

22 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　関西国際交
流団体協議会　理
事長　山内　直人

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120427 20130315          12,984,522

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（マーテル外国人母子支
援ネットワーク形成事業、ＮＰ
Ｏ情報ネットワークセンター整
備事業）が特定の者（特定非
営利活動法人　関西国際交
流団体協議会）でなければ実
施することができないもので
あるため。

23 都市魅力局 文化
企画グルー
プ

株式会社　長谷工
コミュニティ　鶴谷
彰人

プラットフォーム形成支
援業務

20120401 20130331          15,500,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

本業務は、府立江之子島文
化芸術創造センター管理運
営業務との密接な連携が必
要であることから、センター指
定管理者募集とあわせて公
募の上、当該指定管理者と
本業務について別途契約し、
一体的な運営を行うこととし
ているため。
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24 消費生活Ｃ
消費生活
Ｃ

事業グルー
プ

財団法人　　関西
消費者協会

大阪府消費者行政活性
化事業業務委託

20120401 20130331          16,187,850

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

本業務が先に契約が決定し
た「大阪府消費生活センター
における消費者問題解決支
援及び被害防止に関する業
務」と直接関連するために、
履行中の契約者以外の者に
履行させることが不利である
ため。

25 府政情報 府政情報
調整グルー
プ

ＴＩＳ　株式会社
大阪府Ｗｅｂサイト運用
管理業務に係る委託契
約

20120401 20130331          21,157,500

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

当該システムの設定内容な
どを詳細かつ専門的に熟知
しているのは開発業者である
ＴＩＳ(株)のみであるため

26 府政情報 府政情報
調整グルー
プ

日本電気　株式会
社　関西支社

汎用電子申請システム
運用等業務に係る委託
契約

20120401 20130331          24,110,100

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

当該システムの設定内容な
どを詳細かつ専門的に熟知
しているのは開発業者である
日本電気(株)のみであるため

27 府政情報 府政情報
広報広聴グ
ループ

株式会社　宣成社
府政だよりに関する契約
の締結及び経費の支出
について

20120402 20120630          49,339,293

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第５
号

一般競争入札により決定した
企業が、製作準備を整えるま
での間、前年度まで業務を
行っていた㈱宣成社がこれを
行い、発行に支障をきたさな
いようにするため

28 男女・府民
男女・府
民

男女共同参
画グループ

財団法人　大阪府
男女共同参画推
進財団

大阪府男女共同参画推
進事業に関する業務委
託

20120401 20130331          53,683,781

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

平成21年度にポロポーザル
を実施した結果、選定委員会
において委託候補者として選
定され、府としても適当である
と認められるため。
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29 消費生活Ｃ
消費生活
Ｃ

事業グルー
プ

財団法人　　関西
消費者協会

大阪府消費生活センター
における消費者問題解
決支援及び被害防止に
関する業務委託

20120401 20130331         105,900,881

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

委託業者を公募により募集
し、事業者選定委員会におけ
る審査の結果、選定されたた
め。

30 都市魅力局 文化
企画グルー
プ

株式会社　長谷工
コミュニティ　鶴谷
彰人

大阪府立江之子島文化
芸術創造センター管理運
営業務

20120401 20170331         332,800,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

公募の上、選定委員会による
結果をもとに２４年２月議会に
おける議決を経て、指定管理
者として指定した相手との契
約であるため。

31 人権 人権
企画・調整
グループ

財団法人　大阪府
人権協会

人権相談・啓発等事業 20120401 20150331          48,753,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（人権相談・啓発等事
業）が特定の者（公募により
選定された業者）でなければ
実施することができないもの
であるため

32 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

社会福祉法人　大
阪府社会福祉協
議会

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120717 20130315            3,918,600

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等の
業務委託契約）が特定の者
（社会福祉法人　大阪府社会
福祉協議会）でなければ実施
することができないものであ
るため。

33 都市魅力局 文化
企画グルー
プ

ＴＳＰ太陽　株式会
社　大阪支店　問
本　敏之

おおさかカンヴァス推進
事業作品制作支援業務

20120625 20130331          17,999,450

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

受託事業者を公募型プロ
ポーザル方式により募集し、
外部委員3名による企画提案
選定委員会により、最優秀提
案に選定されたため。

34 都市魅力局 スポ振
振興グルー
プ

株式会社　デジタ
ルトラスト　稲津
博義

「大阪府スポーツ情報
ネットワークシステム管
理運営業務」委託契約に
係る経費

20120701 20130331            1,267,875

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（ウェブサイトの管理運
営）が特定の者（システムの
開発者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め。

35 都市魅力局 都市魅力

大阪ミュー
ジアム構想
推進グルー
プ

株式会社　よしもと
クリエィティブ・
エージェンシー

緊急雇用創出基金事業
（重点分野雇用創出事
業）大阪魅力発信にかか
る持続的地域経営モデ
ル創出事業委託

20120702 20130331          15,720,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

受託業者を公募型プロポー
ザルにより募集し、事業者選
定委員会における審査の結
果、最優秀提案者として選定
されたため。
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平成２４年度随意契約情報(委託費）府民文化部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

36 都市魅力局
国際・観
光

観光振興グ
ループ

株式会社　Ｊプロ
デュース　代表取
締役　藤本　桂三

緊急雇用創出基金事業
（地域人材育成事業）「観
光サービス・商品企画開
発人材育成事業」

20120727 20130331          12,463,395

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

公募型プロポーザルにより募
集し、事業者選定委員会にお
ける審査の結果、最優秀提
案者として選定されたため。

37 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　まちづくりプ
ロジェクト　理事長
三宅義雅

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120927 20130315            1,200,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等の
業務委託契約）が特定の者
（特定非営利活動法人　まち
づくりプロジェクト）でなければ
実施することができないもの
であるため。

38 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　ひらかた市
民活動支援セン
ター　理事長　植
田奈保美

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120831 20130318            1,895,890

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等の
業務委託契約）が特定の者
（特定非営利活動法人　ひら
かた市民活動支援センター）
でなければ実施することがで
きないものであるため。

39 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

阪南市市民活動セ
ンター　運営委員
会　委員長　釣舩
廣子

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120903 20130315            3,651,480

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等の
業務委託契約）が特定の者
（阪南市市民活動センター
運営委員会）でなければ実施
することができないものであ
るため。

40 人権 人権
人権教育・
啓発グルー
プ

財団法人　大阪府
人権協会

人権情報誌及び人権教
育教材作製等業務委託

20120820 20130329            4,260,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

公募型プロポーザルにより募
集し、事業者選定委員会にお
ける審査の結果、最優秀提
案者として選定されたため。

41 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

財団法人　大阪府
人権協会

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120822 20130315            5,000,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等の
業務委託契約）が特定の者
（財団法人　大阪府人権協
会）でなければ実施すること
ができないものであるため。
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平成２４年度随意契約情報(委託費）府民文化部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

42 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　関西国際交
流団体協議会　理
事長　山内　直人

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120820 20130315            7,493,483

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等の
業務委託契約）が特定の者
（特定非営利活動法人　関西
国際交流団体協議会）でなけ
れば実施することができない
ものであるため。

43 都市魅力局 都市魅力
水都・にぎ
わいの森推
進グループ

有限会社　ハート
ビートプラン　代表
取締役　泉英明

水と光のまちづくり推進
事業にかかる委託契約

20120817 20130325            7,985,600

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

受託業者を公募型プロポー
ザルにより募集し、事業者選
定委員会における審査の結
果、最優秀提案者として選定
されたため。

44 都市魅力局 都市魅力
水都・にぎ
わいの森推
進グループ

ハートビートプラ
ン・Ｅ－ＤＥＳＩＧＮ
共同企業体　有）
ハートビートプラン
代表取締役　泉英
明

水と光のまちづくり推進
事業にかかる委託契約

20120817 20130325            9,450,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

受託業者を公募型プロポー
ザルにより募集し、事業者選
定委員会における審査の結
果、最優秀提案者として選定
されたため。

45 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

特定非営利活動
法人　大阪ＮＰＯセ
ンター　代表理事
金井　宏実

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120801 20130315 3,194,100          

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等の
業務委託契約）が特定の者
（特定非営利活動法人　大阪
ＮＰＯセンター）でなければ実
施することができないもので
あるため。

46 男女・府民
男女・府
民

地域力再生
グループ

日本公認会計士
協会近畿会　会長
小川泰彦

「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等
の業務委託契約

20120802 20130315            3,000,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（「ＮＰＯ等の活動基盤整
備のための支援事業」等の
業務委託契約）が特定の者
（日本公認会計士協会近畿
会）でなければ実施すること
ができないものであるため。
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平成２４年度随意契約情報(委託費）府民文化部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

47 パスポート
パスポー
ト

調整課
株式会社　アイ
ヴィジット　澄川
雅弘

市における一般旅券発
給申請受付分に係る事
務処理業務委託

20121001 20130331

 1,650,865
固定経費に係る

契約金額788,965
円

受付件数に係る
契約単価39円

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第６
号

本体業務と密接に関連する付帯
的な業務であるため、現に契約
履行中の業者に引き続き実施さ
せることにより、経費の節減が確
保できるため。

48 消費生活Ｃ
消費生活
Ｃ

事業グルー
プ

赤松　純子
事業者指導強化事業（府
条例解説集作成業務委
託）

20121017 20130315            1,312,500

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（府条例解説集作成業
務）が特定の者（専門性と蓄
積されたノウハウを持つ者）
でなければ実施することがで
きないものであるため。

49 都市魅力局 都市魅力
水都・にぎ
わいの森推
進グループ

株式会社　夢番地
中之島にぎわいの森シン
ボルツリー点灯イベントｉ
ｎほたるまち運営業務

20121018 20130131            3,150,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（有名アーティストとのコ
ラボレーションにより実施する
シンボルツリー点灯イベント
の運営）が特定のもの（当
該、有名アーティストのマネジ
メント会社）でなければ、実施
できないものであるため。

50 都市魅力局 都市魅力
水都・にぎ
わいの森推
進グループ

株式会社　ケー・エ
キスプレス

中之島にぎわいの森づく
り事業に関連する地中障
害物撤去工事に関する
協定

20121108 20130131            9,765,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

特定の者（公募により選定さ
れた事業者）でなければ実施
することができないものであ
るため。

51 都市魅力局 文化
企画グルー
プ

ＴＳＰ太陽　株式会
社　大阪支店　問
本　敏之

おおさかカンヴァス推進
事業作品制作にかかる
資機材調達及び展示・発
表実施運営業務委託

20121003 20130331          16,642,400

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第６
号

現に契約履行中の業務「おお
さかカンヴァス推進事業作品
制作支援業務」に直接関連
する契約を現に履行中の契
約者以外の者に履行させるこ
とが不利であるため。
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52 都市魅力局 都市魅力

大阪ミュー
ジアム構想
推進グルー
プ

株式会社　アド近
鉄

大阪ミュージアムＷＥＢ
サイトリニューアル委託
業務

20121228 20130329 1,323,315

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務が特定の者（当該ホーム
ページの開発業者）でなけれ
ば実施することができないも
のであるため。

53 人権 人権
人権教育・
啓発グルー
プ

株式会社　朝日広
告社　関西支社
取締役関西支社
長　岡野　貫次

平成２４年度人権啓発ス
ポット映像企画製作及び
放映業務委託

20121220 20130329 1,900,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務が特定の者（公募により
選定された事業者）でなけれ
ば実施することができないも
のであるため。

54 私学・大学課
小中高振興
グループ

学校法人　大阪産
業大学

高等学校等就学支援金
受給資格認定等にかか
る付随業務委託

20120401 20130331            1,593,400

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

契約の目的物が特定者でな
ければ納入することができな
いものであるため

55 私学・大学課
小中高振興
グループ

学校法人　関西大
学

高等学校等就学支援金
受給資格認定等にかか
る付随業務委託

20120401 20130331            1,000,100

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

契約の目的物が特定者でな
ければ納入することができな
いものであるため

56 私学・大学課
小中高振興
グループ

学校法人　近畿大
学

高等学校等就学支援金
受給資格認定等にかか
る付随業務委託

20120401 20130331            1,058,100

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

契約の目的物が特定者でな
ければ納入することができな
いものであるため

57 私学・大学課
小中高振興
グループ

学校法人　谷岡学
園

高等学校等就学支援金
受給資格認定等にかか
る付随業務委託

20120401 20130331            1,002,300

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

契約の目的物が特定者でな
ければ納入することができな
いものであるため

58 私学・大学課
小中高振興
グループ

学校法人　関西金
光学園

高等学校等就学支援金
受給資格認定等にかか
る付随業務委託

20120401 20130331            1,030,700

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

契約の目的物が特定者でな
ければ納入することができな
いものであるため

Ｈ２４．４～５月 ３１件 円

Ｈ２４．６～７月 ５件 円

Ｈ２４．８～９月 １０件 円

府民文化部（委託料）
804,976,688

51,369,320

47,130,553
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平成２４年度随意契約情報(委託費）府民文化部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

Ｈ２４．１０～１１月 ５件 円

Ｈ２４．１２～１月 ２件 円

Ｈ２５．２～３月 ５件 円

合　計 ５８件 円944,905,241

32,520,765

3,223,315

5,684,600
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